
 

 

 

 

Press Release 山梨県教育委員会  

 

１ 令和９年度山梨県公立高等学校入学者選抜の基本事項を別紙のとおり定め、実

施する。 
 

２ 令和９年度の基本事項について 
全日制課程における後期募集及び定時制課程において、長期欠席者等を対象と 

した調査書を用いない選抜を昨年度入試に引き続き実施する。 
  また、全日制課程における全国募集を１２校で実施する。 
    

（１）全日制課程 

    前期募集及び後期募集を実施する。また、入学者選抜の結果、入学許可予

定者が学科の募集定員に満たない場合は、再募集を実施する。 
  

  （２）定時制課程 

    定時制課程における入学者選抜を実施する。また、入学者選抜の結果、入

学許可予定者が学科・部の募集定員に満たない場合は、再募集を実施する。 
 

  （３）通信制課程 

    通信制課程における入学者選抜を実施する。入学者選抜は２期に分けて実

施する。 

   

  （４）その他 

    入試の詳細については、１０月に発表する「令和９年度山梨県公立高等学

校入学者選抜実施要項」で定める。 

令和９年度山梨県公立高等学校入学者選抜の基本事項について
（甲陵高等学校を除く。） 
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令和９年度山梨県公立高等学校入学者選抜の基本事項 
 

 

令和９年度における山梨県立高等学校及び甲府市立甲府商業高等学校（以下「高等学校」という。）

の全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程の入学者選抜の基本事項について、次のとおり定

める。 
なお、北杜市立甲陵高等学校の入学者選抜については、別途北杜市教育委員会が定める。 

 
 
第１ 全日制の課程における前期募集 

 １ 実施校 

   全日制の課程を設置するすべての高等学校、学科において前期募集を実施する。 

２ 募集人員 

   前期募集の募集人員は、募集定員のうち、次の(1)～(4)のそれぞれの範囲の中から各高等学校

長が決定した比率をもとに、教育委員会が別に定める。 

  (1) 普通科については、募集定員の４０％以内 

  (2) 理数科、文理科、英語理数科及び探究科（以下「専門教育学科」という。）については、募

集定員の４０％以内 

  (3) 職業に関する学科については、募集定員の５０％以内 

  (4) 総合学科については、募集定員の５０％以内 

 ３ 出願資格 

   前期募集に出願できる者は、次の条件のすべてを満たす者とする。 

  (1) 中学校、これに準ずる学校若しくは義務教育学校を令和９年３月に卒業する見込みの者又は

中等教育学校の前期課程を同月に修了する見込みの者 

  (2) 当該高等学校を志望する動機や理由が明白・適切であり、各高等学校長が定める「出願の条

件」に適合すると自ら考える者 

 ４ 出願の制限 

   出願は、１人１校、１学科に限る。 

 ５ 出願期間 

令和９年１月１４日（木）（一括受付）、同月１５日（金）（受付：午前１０時～午後４時）

及び同月１８日（月）（受付：午前１０時～正午）とする。 

 ６ 検査 

  (1) 検査方法 

    面接のほか、各高等学校長が必要と認める場合は、特色適性検査、特技又は個性表現のいず

れか（複数可）を併せて実施する。 

  (2) 検査期日 

    令和９年１月２８日（木）、１月２９日（金） 

  ７ 選抜方法 

   各高等学校長が定める「選抜資料比重」に基づき、調査書、学習活動及び生活状況に関する所

見、面接並びに各高等学校長が定める検査の成績を総合判定し、選抜する。 

 ８ 入学許可予定者の内定 

   各高等学校長は、令和９年２月５日（金）に中学校長に、校長あての前期募集選抜結果内定通

知書及び受検者あての前期募集選抜結果通知書を総合教育センターにて一括交付する。（中学校

長が学校窓口又は郵便等による交付を希望する場合には、事前に依頼することとする。） 

 ９ 入学許可予定者の発表 

   全日制の課程における後期募集の入学許可予定者と併せて行う。 

 10 全国からの募集 

   北杜高等学校、韮崎高等学校、甲府工業高等学校、農林高等学校、巨摩高等学校、青洲高等学

校、笛吹高等学校、日川高等学校、都留高等学校、都留興譲館高等学校、富士北稜高等学校及び

甲府商業高等学校では、全国募集を実施する。入試の内容や詳細については各実施校の募集要項

に定める。 

 



 

第２ 全日制の課程における後期募集 
 １ 実施校 

   全日制の課程を設置するすべての高等学校、学科において後期募集を実施する。 

２ 選抜の種類 

選抜の種類は以下の通りとする。 

(1) 学力検査及び調査書による選抜（以下「一般選抜」という。） 

(2) 学力検査及び面接による選抜（以下「特別選抜」という。） 

 ３ 募集人員 

  (1) 後期募集の募集人員は、募集定員から前期募集の入学許可予定者として内定された者の数を

減じた数をもとに、教育委員会が別に定める。 

    (2) 特別選抜における募集人員は、(1)に定める募集人員に含める。 

 ４ 出願資格 

［一般選抜］出願できる者は、次の条件のいずれかを満たす者とする。 

  (1) 中学校、これに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は令和９年３月に卒業する 

見込みの者 

  (2) 中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和９年３月に修了する見込みの者 

  (3) 外国において、学校教育における９年の課程を修了した者又は令和９年３月に修了する見込 

   みの者 

  (4) 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該 

課程を修了した者又は令和９年３月に修了する見込みの者 

  (5) 中学校を卒業した者と同等以上の学力を有する者として文部科学大臣の指定した者 

  (6) 保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子等で、文部科学大臣が別に定めるところに 

より、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者 

  (7) その他高等学校において、中学校を卒業し、又は修了した者と同等以上の学力があると認め 

た者 

［特別選抜］出願できる者は、次の条件のすべてを満たす者とする。 

(1) 中学校、これに準ずる学校若しくは義務教育学校を令和９年３月に卒業する見込みの者又は 

中等教育学校の前期課程を同月に修了する見込みの者 

(2) 県内に住所を有する者又は県内に所在する中学校若しくはこれに準ずる学校に在籍する者 

(3) 長期欠席者等＊で、入学後の高校生活に意欲を持ち、特別選抜による出願を希望する者 

(4) 在籍する(1)に規定する学校の校長が特別選抜による出願を認める者 

＊「長期欠席者等」とは、欠席が年間３０日以上の者、及び欠席が３０日未満の者のうち在籍 

校において教室での学びが十分にできていない者で次のいずれかに該当するものをいう。 

・病気や家庭的な事情（いわゆるヤングケアラー等）などで欠席が多い者 

・保健室や教育支援センター、フリースクールへの登校等により在籍校において出席扱いに 

なっている者 

  ５ 出願の制限 

  (1) 出願は、１人１校とする。 

  (2) 前期募集の入学許可予定者として内定された者は、後期募集に出願することはできない。 

  (3) 一般選抜と特別選抜の併願はできない。 

  (4) 定時制又は通信制の課程と併願することはできない。また、特別支援学校高等部と併願する 

こともできない。 

  (5) 志願先高等学校に普通科、専門教育学科、総合学科、職業に関する学科の２学科以上が設置

されている場合、次に示す学科間で第２希望まで志望順位を付けることができる。 

・普通科と専門教育学科 

・北杜高等学校の普通科と総合学科 

・青洲高等学校の各学科 

・笛吹高等学校の普通科と総合学科、食品化学科と果樹園芸科 

・都留興譲館高等学校の普通科と工業科 

  (6) 志願先高等学校に職業に関する２つ以上の小学科があり、小学科別に募集を実施している場

合、職業に関する学科を志願する者は、その小学科に第２希望まで志望順位を付けることがで

きる。 



 

 ６ 出願期間 

   令和９年２月１６日（火）（一括受付）、同月１７日（水）（受付：午前１０時～午後４時）

及び同月１８日（木）（受付：午前１０時～正午）とする。 

７ 検査 

  (1) 検査方法 

   ・一般選抜 学力検査を実施する。 

   ・特別選抜 学力検査及び面接を実施する。 

 (2) 学力検査の検査教科及び配点 

・検査教科は、国語、社会、数学、理科及び英語(リスニング検査を含む｡) の５教科とする。 

    ・配点は、各検査教科１００点とする。ただし、専門教育学科及び普通科のコ－スの指定につ

いては、検査教科の配点を変えて行うことがある。 

 (3) 検査期日 

    令和９年３月３日（水）、３月４日（木） 

 (4) 検査時間 

    国語は５５分とし、社会、数学、理科及び英語は各５０分とする。 

 ８ 追検査 

  (1) 対象者 

    病気その他やむを得ない事情により、検査のすべて又は一部を欠席した者 

  (2) 検査方法 

    学力検査及び特別選抜にあっては併せて面接を実施する。学力検査の検査教科及び配点並び

に検査時間は後期募集の検査に準ずる。 

  (3) 検査期日 

    令和９年３月９日（火） 

 ９ 選抜方法 

(1) 一般選抜においては、調査書の記録及び学力検査又は追検査の成績を総合判定し、選抜する。 

判定に当たっては、調査書の記録と学力検査又は追検査の成績を同等に扱う。 

(2) 特別選抜においては、学力検査又は追検査の成績及び面接の結果を総合判定し、選抜する。 

 10 入学許可予定者の発表 

   令和９年３月１１日（木） 

 

第３ 全日制の課程における再募集 

 １ 実施校及び募集人員 

   全日制の課程を設置するすべての高等学校において、入学者選抜の結果、入学許可予定者が学

科の募集定員に満たない場合は、再募集を実施する。募集人員は教育委員会が別に定める。 

 ２ 出願資格 

   再募集に出願できる者は、全日制課程における後期募集又は定時制の課程における入学者選抜  

の学力検査受検者（病気その他やむを得ない事情により学力検査を受検することができなかった

と志願先高等学校長が認める者を含む。）で、出願時に、県内の公・私立のいずれの高等学校に

も合格していない者とする。 

 ３ 出願の制限 

  (1) 出願は、１人１校とする。 

  (2) 定時制又は通信制の課程と併願することはできない。また、特別支援学校高等部の再募集と

併願することもできない。 

(3) 志願先高等学校に普通科、専門教育学科、総合学科、職業に関する学科の２学科以上があり、

２学科以上で募集を実施している場合、次に示す学科間で第２希望まで志望順位を付けること

ができる。 

・普通科と専門教育学科 

・北杜高等学校の普通科と総合学科 

・青洲高等学校の各学科 

・笛吹高等学校の普通科と総合学科、食品化学科と果樹園芸科 

・都留興譲館高等学校の普通科と工業科 

 



 

(4) 志願先高等学校に職業に関する２つ以上の小学科があり、小学科別に２つ以上で募集を実施

している場合、職業に関する学科を志願する者は、その小学科に第２希望まで志望順位を付け

ることができる。 

４ 出願期間 

   令和９年３月１１日（木）（受付：午後１時～午後４時）、同月１２日（金）（受付：午前 

１０時～午後４時）及び同月１５日（月）（受付：午前１０時～正午）とする。 

 ５ 検査 

  (1) 検査方法 

    面接のほか、作文又は新たに行う学力検査を実施する。 

  (2) 検査期日 

    令和９年３月１６日（火） 

 ６ 選抜方法 

   学力検査又は追検査の成績及び調査書の記録と併せて、再募集に当たっての学力検査又は作文

の成績並びに再募集に当たって実施する面接の結果を総合判定し、選抜する。 

 ７ 入学許可予定者の発表 

   令和９年３月１８日（木） 

 

第４ 定時制の課程における入学者選抜 
 １ 実施校 

   定時制の課程を設置するすべての高等学校、学科において定時制の課程における入学者選抜を 

実施する。 

２ 選抜の種類 

選抜の種類は以下の通りとする。 

(1) 学力検査、調査書及び面接による選抜（以下「定時制一般選抜」という。） 

(2) 学力検査及び面接による選抜（以下「定時制特別選抜」という。） 

 ３ 募集人員 

  (1) 募集人員は教育委員会が別に定める。 

    (2) 定時制特別選抜における募集人員は、(1)に定める募集人員に含める。 

４ 出願資格 

   全日制の課程における後期募集に準ずる。 

５ 出願の制限 

  (1) 出願は、１人１校とする。 

  (2) 全日制の課程における前期募集の入学許可予定者として内定された者は、出願することはで

きない。 

(3) 定時制一般選抜と定時制特別選抜の併願はできない。 

(4) 全日制又は通信制の課程と併願することはできない。また、特別支援学校高等部と併願する

こともできない。 

  (5) 中央高等学校を志願する者は、学科・部にとらわれず、第２希望まで志望順位を付けること

ができる。 

 ６ 出願期間 

   令和９年２月１６日（火）（一括受付）、同月１７日（水）（受付：午前１０時～午後４時）

及び同月１８日（木）（受付：午前１０時～正午）とする。 

 ７ 検査 

  (1) 検査方法 

    学力検査及び面接を実施する。 

  (2) 学力検査の検査教科及び配点 

・検査教科は、国語、社会、数学、理科及び英語(リスニング検査を含む｡) の５教科とする。 

・配点は、各検査教科１００点とする。 

  (3) 検査期日 

    令和９年３月３日（水）、３月４日（木） 

  (4) 検査時間 

    国語は５５分とし、社会、数学、理科及び英語は各５０分とする。 



 

 ８ 追検査 

  (1) 対象者 

    病気その他やむを得ない事情により、検査のすべて又は一部を欠席した者 

  (2) 検査方法 

    学力検査及び面接を実施する。学力検査の検査教科及び配点並びに検査時間は定時制の課程

における入学者選抜の検査に準ずる。 

  (3) 検査期日 

    令和９年３月９日（火） 

９ 選抜方法 

(1) 定時制一般選抜においては、調査書の記録、学力検査又は追検査の成績及び面接の結果を総 

合判定し、選抜する。 

    (2) 定時制特別選抜においては、学力検査又は追検査の成績及び面接の結果を総合判定し、選抜

する。 

 10 入学許可予定者の発表 

   令和９年３月１１日（木） 

 

第５ 定時制の課程における再募集 

 １ 実施校及び募集人員 

   定時制の課程を設置するすべての高等学校において、入学者選抜の結果、入学許可予定者が学

科の募集定員に満たない場合は、再募集を実施する。募集人員は教育委員会が別に定める。 

 ２ 出願資格 

   全日制の課程における後期募集の一般選抜の出願資格に準ずる。 

 ３ 出願の制限 

  (1) 出願は、１人１校とする。 

  (2) 全日制若しくは定時制の課程又は特別支援学校高等部における入学許可予定者は、出願する

ことはできない。なお、全日制の課程又は特別支援学校高等部における再募集に出願した者は、

その入学許可予定者の発表があるまで出願することはできない。 

  (3) 通信制の課程と併願することはできない。 

(4) 中央高等学校が２つ以上の学科・部で募集を実施している場合、志願する者は、学科・部に

とらわれず、第２希望まで志望順位を付けることができる。 

 ４ 出願期間 

   令和９年３月１７日（水）及び同月１８日（木）（受付：午前１０時～午後４時）、同月１９

日（金）（受付：午前１０時～正午）とする。 

 ５ 検査 

  (1) 検査方法 

    再募集に当たっての学力検査及び面接を実施する。 

  (2) 学力検査の検査教科 

    検査教科は、国語、数学及び英語の３教科とする。 

  (3) 検査期日 

    令和９年３月２３日（火） 

 ６ 選抜方法 

   調査書の記録、再募集に当たっての学力検査の成績及び面接の結果を総合判定し、選抜する。 

 ７ 入学許可予定者の発表 

   令和９年３月２５日（木） 

 

第６ 通信制の課程における入学者選抜 

１ 実施校 

   中央高等学校の普通科及び衛生看護科 

 ２ 募集人員 

   募集人員は教育委員会が別に定める。 

  ３ 出願資格 

      全日制の課程における後期募集の一般選抜の出願資格に準ずるほか、山梨県内に住所を有する



 

者であること。衛生看護科については、さらに甲府看護専門学校准看護学科の在学者、卒業者又

は入学許可予定者に限る。 

 ４ 出願の制限 

  (1) 全日制若しくは定時制の課程又は特別支援学校高等部と併願することはできない。 

  (2) 全日制若しくは定時制の課程又は特別支援学校高等部における入学許可予定者は、出願する

ことができない。 

 ５ 出願期間 

第１期：令和９年３月８日（月）～同月１１日（木）（受付：午前９時～午後４時）とする。 

第２期：令和９年３月２４日（水）～同月２６日（金）（受付：午前９時～午後４時）とする。 

 ６ 検査 

  (1) 検査方法 

面接、作文及び筆記検査を実施する。 

  (2) 検査期日 

・面接は出願時に行う。 

      ・次の第１期、第２期検査期日に、作文及び筆記検査を行う。 

      第１期出願期間の出願者を対象とする第１期検査：令和９年３月１２日（金） 

      第２期出願期間の出願者を対象とする第２期検査：令和９年３月２９日（月） 

 ７ 選抜方法 

調査書の記録、面接、作文及び筆記検査の成績を総合判定し、選抜する。 

８ 入学許可予定者の発表 

   第１期検査受検者については令和９年３月１７日（水）付けで、第２期検査受検者については

同年４月２日（金）付けで通知する。 

 

第７ 実施要項 

詳細については、教育委員会が別に定める「令和９年度山梨県公立高等学校入学者選抜実施要項」

による。 




